
 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

この度日本政策金融公庫と連携し、当商工会議所にて、上記の日程で「一日公庫」を開催いた

します。「一日公庫」では、日本政策金融公庫の融資担当者が、融資のお申込・ご相談をいただ

いたお客さまとご面談いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

お申込・ご相談を希望される方は、６月１９日（火）までに、下記のご連絡票にご記入のう

え、当商工会議所（下記）まで、ＦＡＸもしくは郵送にてご連絡ください。お待ちしております！ 

◆ご連絡先◆ 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ ：０４７６－２２－２１０７ 『一日公庫』ご 連 絡 票 

フ リ ガ ナ                                     フ リ ガ ナ                           

事業所名：                   代表者名                

ご 住 所：〒   －                                       

お電話番号（日中連絡がつく番号）：    （      ）        

目 的（どちらかに○を付けてください）: お申込 ・ ご相談（ご相談内容              ） 

   

※ご記入いただきましたお客さまの情報は、成田商工会議所及び日本政策金融公庫からの連絡、予約確認、ご質問、お問い合わ

せ、情報提供、その他のお取引を適切かつ円滑にするための対応に利用いたします。 

 

開催日：平成３０年６月２６日（火） 

時 間：午前１０時～午後３時 

場 所：成田商工会議所（成田市花崎町 736番地 62） 

成田商工会議所 中小企業相談所 

〒286-0033 成田市花崎町 736番地 62 

ＴＥＬ ：０４７６－２２－２１０１  ＦＡＸ ：０４７６－２２－２１０７ 

 

✓ 日本政策金融公庫まで足を運ばなくても、当商

工会議所で融資担当者とのご面談が可能です。 

✓ 経営指導員が待機しているので、安心してご面

談をお受けいただけます。 

✓ 融資の審査結果は、事前に決算書等の資料をご

提出していただければ、その日にご連絡するよう

努めます（ご面談の内容等により、審査結果のご

連絡が後日となることもあります。）。 

✓ ご相談や融資制度のお問い合せだけでも可能

です。 

 

 

✓ 金融情勢の影響で、売上が落ちこんでいた

が、今後忙しくなりそうなので、仕入資金を

手当てしたい。 

✓ 従業員へボーナスを出してあげたいので、

資金を準備したい。 

✓ 設備が老朽化したので、新しいものに買い

替えたい。 
 

など、さまざまなご要望に、「一日公庫」をご活

用いただけます。 

「一日公庫」はこんなにお得！ 

日本政策金融公庫 国民生活事業による 

こんなご要望はありませんか？ 

 

『一日公庫』in成田商工会議所のご案内 



 

公的融資制度のご案内（一部抜粋・概要） 
            （平成 28年 4月 9日現在） 

●日本政策金融公庫国民生活事業 

Ⅰ． 中小・小規模企業向け融資制度  

１．融資の制度 《普通貸付》 《セーフティネット貸付》 

経営環境変化資金 

《経営改善貸付》（注） 

小規模事業者経営改善資

金融資 

２．限 度 額 4,800万円以内 4,800万円以内 2,000万円以内 

３．期   間 設備資金 10年以内 

運転資金 7年以内 

運転資金８年以内) 設備資金 10年以内 

運転資金 7年以内 

（注）成田市内で１年以上事業を営んでいる方で、原則として 6ヶ月以上の経営指導を受けており、常時 

使用する従業員が 20人以下（商業・サービス業は 5人以下）の方が対象となります。 

その他、納税要件もございます。 

 

（１）《ソーシャルビジネス支援資金》  

１．利用対象者 
○社会的課題の解決を目的とする事業を営む方（以下に該当される方は、特別利率でご

利用いただけます。）など 

 認定ＮＰＯ法人

（仮認定ＮＰＯ

法人を含む） 

地方公共団体の補助

金等を受けて、社会的

課題の解決を目的と

する事業を新たに営

もうとする方または

営んでいる方 

社会的課題の解決を

目的とする事業を新

たに営もうとする方

または営んでいる方

で、公庫による経営上

の助言等を受ける方 

保育サービス事業、

介護サービス事業

等を新たに営もう

とする方または営

んでいる方 

２．限 度 額 7,200万円（うち運転資金 4,800万円） 

３．期  間 

（据置期間） 

設備資金 20年（2年）以内 

運転資金 7年（2年）以内 

 

Ⅱ． 申込みの際事前にご提出頂く主な書類 

・個人営業の方 確定申告書・決算書（最近各 2期分） 

・法人営業の方 法人の登記簿謄本、最近２期分の確定申告書・決算書（勘定科目明細書を含む）、決算

から 6カ月以上経過している場合は試算表 

・設備資金の場合は見積書、許認可業種の場合は許認可証等 

※上記の他にもご提出頂く書類が必要となる場合がありますのでお問合わせください。 

*融資制度などの内容については抜粋のため、詳細については公庫窓口または成田商工会議所にお問い合わせ

ください。 

■ 申込みの条件、他の制度融資等の詳細につきましては、日本政策金融公庫窓口または成田商工会議所まで

お問合せください。 

成田商工会議所 中小企業相談所 ０４７６－２２－２１０１ 

 


